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（用紙 日本工業規格 Ａ４） 



【株式等の譲渡の対価の支払調書合計表】 

 

記載要領   

１ 「支払件数（支払調書提出省略分を含む。）」欄には、支払調書の提出省略限度額以下のため支払調書の提出を省

略するものを含めたすべての株式等の譲渡の対価の支払件数を記載する。 

２  「左のうち、支払調書を提出するものの合計」欄には、この合計表とともに支払調書を提出するものについて、

その合計を記載する。 

３ 「個人分」欄には、居住者（国内に住所又は１年以上居所を有する個人）又は非居住者（居住者以外の個人）に

支払う株式等の譲渡の対価について記載する。 

４  「一般分」欄には、次の５又は６に掲げる株式等の譲渡の対価以外のものについて記載する。 

５ 「株式交換分」欄には、旧租税特別措置法第 37 条の 14（株式交換又は株式移転に係る課税の特例）の適用を受

けたものについて記載する。 

  ※ 旧租税特別措置法とは、「所得税法等の一部を改正する法律（平成 18年法律第 10 号）」による改正前の租税特

別措置法をいう。 

６  「法人分」欄には、内国法人（国内に本店若しくは主たる事務所を有する法人）又は外国法人（内国法人以外の

法人）に支払う株式等の譲渡の対価について記載する。 

７  「※」印欄は、提出義務者において記載を要しない。 
 




